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平成１４年度  再 評 価 実 施 事 業 （ 国 庫 補 助 事 業 ） 調 書                      事 業 所 管 部 局         国土交通省港湾局 
 

計 画 事 業 名         川崎港廃棄物処理事業 廃棄物埋立護岸 事 業 担 当 局         港湾局港湾整備部事業計画課  

事 業 採 択 年 度         平成５年度 許可・承認等年度 平成５年度（着手）  

経 過 年 数         １０年 該 当 条 項         事業採択後１０年間を経過  

完 了 予 定 年 度         平成２２年度 関 連 事 業 名           

 ①事業目的 ④事業採択時の背景及び契機  

    

事 川崎市の都市化に伴い，市民の一般家庭から発生する一 浮島１期廃棄物処分場が平成８年に埋立竣工することを受け,  

 般廃棄物，上下水道の浄化処理により発生する汚泥，市内 引き続き安定した廃棄物等の処分場を確保するため，平成３年度  

業 公共工事から発生する土砂等を受入れる廃棄物の最終処分 に港湾計画に位置付け，平成６年１２月に公有水面埋立免許を取  

 場を内陸部に確保することが困難となり，海面埋立に頼ら 得し，事業に着手したものである。  

の ざるを得ない状況下で，浮島１期が埋立竣工したのに引き   

 続き，新たな処分場として，浮島２期処分場の護岸整備を   

目 進める。また完成後は，水際線に緑地を整備し，水と緑の   

 快適環境の創造を図る。   

的    

    

・    

 ②事業内容 ⑤事業採択（着手，未着手）から基準年を経過している主な理由  

概    

  港湾整備緊急措置法に基づく，「港湾整備五ヵ年計画」   ・大規模かつ船舶航行の激しい海域での輻輳した工事施工環境  

要 に従い，国土交通省の補助事業として護岸整備を推進す    であること。  

 る。   

・  全体計画規模   

  ・埋 立 面 積     ：73ha   

課  ・埋立処分量：18,600千ｍ３   

   ・護 岸 延 長     ：外周護岸 2,403ｍ   

題                 内護岸  1,280ｍ   

   護岸整備期間   

   第１ブロック（管理型）Ｈ６～Ｈ１１   

   第２ブロック（安定型）Ｈ１１～Ｈ１５   

   第３ブロック（安定型）Ｈ１５～Ｈ２２   

 ③事業費規模（単位：百万円） ⑥現状の課題  

    

      （１） 事業費      １０１，４４３   市民生活から発生する一般廃棄物及び，公共の産業廃棄物を主  

  体として受入れることになっている第１ブロック（管理型）は受  

      （２）（うち国庫補助金２３，８３７） 入量が有限であり，次期最終処分場の見通しが全くない状況下で  

  は，できる限り延命化させる必要がある。そのためにも，第２ブ  

      （３） 残事業        ４２，１３３ ロックは早期に整備する必要がある。  

    

 

  川崎市の都市化に伴い，廃棄物の最終処分場を内陸部に確保することが困難となり，海面埋立に頼らざるを  

 得ない状況下で，市民生活から発生する一般廃棄物，上下水道の浄化処理により発生する汚泥，市内公共工事  

評 価 の 概 要         から発生する土砂等の受け皿として，また都市生活の機能確保のためにも市内唯一の最終処分場を整備する必  

 要がある.  

   

 

  当該事業は「川崎新時代２０１０プラン」における「市民に親しまれる国際貿易港の整備」及び港湾法に基づく港湾計画に  

位置付けられている。  

  本処分場は，市内唯一の廃棄物最終処分場であり，市民の一般家庭における生活から発生する一般廃棄物，上下水道の浄化  

処理により発生する汚泥，公共工事から発生する土砂を安定的に処分できる最終処分地を確保し，都市生活の機能を確保する  

ことが不可欠であるため，本事業は継続する必要がある。  
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 ①対応方針案    （ 継続  ・   中止   ・  休止     ）  

  

  

  

②対応方針案の考え方  

  平成１２年度より第１ブロック（管理型）の受入を開始しており，すでに事業効果がみられるが，一般廃棄物，産業廃棄物  

対 

応 

方 

針 

案 

 

 

を受入れることになっている第１ブロックを延命化させるためにも，建設発生土等の受入れ場所を継続整備する必要がある。 

 

 


